
 

令和２年度分 市町村標準保険料等の算定に係る基礎数値等について（仮係数段階） 

 

１ 算定に係る基礎数値 

 （１）推計被保険者数、推計診療費総額（※資料１－１の再掲） 

 人 数/金 額 前年度確定係数時比 

R2推計一般被保険者数 

(納付金等配分用) 

１，３１６，４５２人 ▲５７，２０２人 

R2推計２号被保険者数 

(納付金等配分用) 

４０７，４２６ ▲１２，４９６人 

R2推計診療費総額 約４，６９２億円 ▲約５７億円 

 

（２）国からの公費 

 金 額 前年度確定係数時比 備 考 

普通調整交付金 約２４２億円 ＋約１７億円 公費拡充分 

全国５０億円増 

特別調整交付金(県

分)(子ども) 

約６億円 微 減  

暫定措置 約１０億円 ▲約３億円 全国５０億円減 

追加激変緩和 約４億円 ▲約１億円 全国２０億円減 

保険者努力支援制度(県

分) 

約２４億円 ▲約４億円  

保険者努力支援制度(市

町村分) 

約２５億円 ▲約１億円  

  ※その他、療養給付費等負担金、高額医療費負担金等も公費として見込んでいる。 

 

（３）高齢者医療制度関係 

 金 額 前年度確定係数時比 

前期高齢者交付金（歳入） 約１，７６０億円 ▲１６億円 

後期高齢者支援金等(歳出) 約７７５億円 ▲２４億円 

介護納付金（歳出） 約２７９億円 ＋１７億円 

 

資料１－５ 



（４）その他 

   ・平成３０年度分の決算剰余金として約２１億円を活用した。 

   ・国特別調整交付金の「経営努力分に係る経過措置」については、令和２年度以

降、交付が都道府県向けに変更となったが、国の示す交付見込額により各市町村

に再配分し、納付金を引き下げた。 

   ・各種公費等については、確定係数時点で値が変わりうることに留意。 

 

２ 激変緩和措置の状況 

 （１）一定割合の設定 

   令和２年度標準保険料と平成２８年度保険料（理論値）とを比較して、県平均の伸

び率（自然増）が＋７．２％となったため、一定割合を１１．２％に設定して激変緩

和措置を講じた 

 

 （２）激変緩和の財源 

   下記の財源を活用し、激変緩和措置を講じた。 

  

 

 

一定割合 
１１．２％ 

（自然増[7.2％]）＋１年あたり１％×４年[4%] 

 金 額 前年度確定係数時比 

暫定措置(再掲) 約１０億円 ▲約３億円 

追加激変緩和(再掲) 約４億円 ▲約１億円 

特例基金 ３億円 ▲１億円 

県繰入金 約１５億円 

（９％の内約０．５％） 

▲約４４億円 

計 約３２億円 ▲約４９億円 


